
コスモ石油㈱千葉製油所における

火災・爆発事故について

平成２３年７月１１日

１．千葉製油所の概要

(1)所在地 千葉県市原市

(2)操業開始 昭和３８年２月

(3)敷地面積 約１１７万㎡（東京ドーム２５個相当）

(4)従業員数 約３９０人（平成２２年８月１日現在）

(5)主要製品 液化石油ガス、ガソリン、ナフサ、ジェット燃料、灯油、

軽油、重油、潤滑油等

２．事故の概要

(1)発生日 平成２３年３月１１日（金）

(2)事故概要

東北地方太平洋沖地震（震度５弱、114gal）と直後の余震（震度４、99gal）

により、液化石油ガス（ＬＰガス）出荷設備の球形タンク１基が倒壊。隣

接のＬＰガス配管を破損しＬＰガスが漏えい。火災・爆発が発生。

(3)被害

①人的被害

事業所内 ：軽傷３名

隣接事業所：重傷１名、軽傷２名（丸善石油化学㈱千葉工場）

②物的被害

事業所内 ：ＬＰガス出荷設備（球形タンク１７基）が全焼・全損。

隣接事業所：延焼、飛散物落下（最大：約 10ｍ四方 3cm 厚のタンク殻）。

近隣住宅地：民家等１１８軒のガラス等破損。飛散物落下。

近隣住民約千人（五井地区）に一時避難勧告（８時間）。

(4)事故原因

倒壊したタンクには、水（ＬＰガスより重い）が入っていたため、地震

の揺れに耐えられなかった。（タンクの中を空にして定期修理を行った後、

ＬＰガスを入れる前に空気を除去するために水を入れていた。）

資料２



(5)事故の経過

３月１１日

14:46 東北地方太平洋沖地震により水が入ったタンクの筋交いが破断。

15:15 直後の余震により、当該タンクの支柱が座屈し、倒壊。

倒壊時に隣接のＬＰガス配管を破損し、ＬＰガスが大量漏えい。

15:47 出火。

17:04 隣接タンクが、火災により内圧に耐えられなくなり、爆発。

（17:50 にかけて５回爆発が発生）

３月１８日 千葉県、高圧ガス保安法に基づく施設の使用停止命令。

３月２１日 火災鎮火。

(6) 高圧ガス保安法との関係

①高圧ガスの製造許可

発災したＬＰガス出荷設備は、昭和３７年から４３年にかけて、千葉県

から高圧ガス製造許可を受けて設置された。技術基準への適合が必要。

②認定完成・保安検査実施者

コスモ石油㈱千葉製油所は、自ら法定検査を実施できる者として、経済

産業大臣の認定を受けている（都道府県による検査を免除）。

３．事故に関連する法令遵守状況等（現時点で判明しているもの）

(1)耐震性については、本タンクは昭和 44 年に建設されており、耐震設計義

務づけ（昭和 57年 4月施行）の適用を受けていない。ただし、昭和 57年

当時の行政指導により、一定の耐震性を有する（ＬＰガスを入れた状態で

195gal の揺れでも倒壊しない）ことを確認。

(2)事故調査の過程で以下の法令違反が判明。

①一部のタンクの緊急遮断弁を、ロックピンにより開状態で固定。

②プロパンガス貯蔵で許可を受けていたタンクで、ブタンガスを貯蔵。

(3)事故調査の過程で以下の不適切な措置が判明。

①倒壊したタンクは、水を入れたまま、１２日間、置かれていた。

②ガス漏えいを防災センターや隣接事業所等に通報するスイッチや、タン

クへの受入バルブを単独で閉止するスイッチが、通常無人の計器室にあ

り、発災当日は大量ガス漏えいで当該計器室に近づけなかった。



４．原子力安全・保安院としての対応

(1)コスモ石油㈱千葉製油所の認定取り消し

６月３０日、コスモ石油㈱千葉製油所の認定完成・保安検査実施者の認

定を取り消し。

【取消し理由（高圧ガス保安法第３９条の１２第１項）】

1)認定事業所で高圧ガスによる災害が発生したとき（第１号）

2)知事により使用停止命令等の措置をなされたとき（第５号）

3)認定の基準に該当していないと認められるとき（第６号）

（緊急遮断弁の開状態での固定という法令違反が確認されたため）

(2)コスモ石油㈱に対する厳重注意と改善報告指示

６月３０日、コスモ石油㈱に対し、千葉製油所及び四日市製油所（※）

の法令違反について厳重注意を行うとともに、再発防止策の策定を指示。

（参考１）

※ ６月７日にコスモ石油㈱から、四日市製油所でも緊急遮断弁を開状態で固定した事例がある

ことが報告された。

(3)業界全体への水平展開

①耐震設計構造物の保安の確保

５月２６日、耐震性が求められるタンクや蒸留塔などを保有する事業者

に対し、タンクや蒸留塔などに水など通常の状態よりも重いものを満たす

場合には、水などを満たした状態での耐震性をチェックし、耐震性が不足

している場合には倒壊しても可燃性ガス等の漏えいが起きないよう措置

を講ずること、また、水を満たす期間は必要最小限にとどめることを要請。

（参考２）

②緊急遮断弁の適切な管理

６月３０日、可燃性ガス、毒性ガス、酸素の液化ガス貯槽等を使用して

いる事業者に対し、緊急遮断弁は、必要なときに、安全に、かつ、速やか

に閉止できる状態を維持しなければならない旨、注意喚起。（参考３）



約１２００ｍ
コスモ石油㈱千葉製油所の配置

資料提供：コスモ石油株式会社

事故 経過事故の経過

３月１１日１５時１５分頃 水張り中の貯槽が座屈

３月１１日１７時０３分頃
一つ目のタンク破裂直前

３月１１日１５時４７分頃 火災発生直後

写真提供：コスモ石油株式会社

鎮火後の発災施設


















